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東京圏鉄道における混雑率
①主要３１区間のピーク時の平均混雑率
②全区間のピーク時混雑率

運輸政策審議会第１８号答申及び第１９号答申で平成２７年度までに達成すべきとされている、東京圏における①主要３１区間のピー
ク時の平均混雑率150％以内を目指すとともに、②全区間においてもピーク時混雑率180％以下を目指す。

25年度 26年度

幹線鉄道の高速化、貨物鉄道の旅客線化、貨物列車の輸送力増強、乗継円滑化及び形成計画に基づく鉄軌道のサービス向上や利用
の活性化のために必要な施設整備事業に要する費用の一部を国が助成することで、まちづくりと連携した鉄道網・沿線地域の活性化、
通勤・通学混雑の緩和、環境負荷低減に資するモーダルシフトの促進等を図る。

27年度
行政事業レビュー

事業番号

評価結果 目標値初期値
22年度 23年度 24年度

24年度
（百万円）

25年度
（百万円）

129
131

(2)

長期保有の土地等から機関車
及びコンテナ貨車への買換え
の場合の税制特例措置
（平成8年度）

- 長期保有の土地等から機関車（入替用機関車を除く）への買換えの場合の圧縮記帳（80%）を認める。

26年度
（百万円）

(1)
幹線鉄道等活性化事業
（昭和63年度）

280

都市鉄道路線整備により創出される利用者数
相当程度拡充してきた都市鉄道ネットワークを有効活用するための連絡線の整備や相互直通化、地下高速鉄道ネットワークの充実等
によって都市内移動の円滑化を図る観点から、国として支援すべきものと考える路線の整備により創出される利用者数を指標として設
定。

経営基盤の脆弱な地方鉄道事業者のうち、鉄道の活
性化を図るために計画を策定したものの割合

　地域鉄道の活性化を図っていくためには、鉄道事業者自身の取組に加え、鉄道事業者と地方自治体をはじめとする沿線地域の関係
者との連携が不可欠となる。このため、地域関係者との連携・協議により策定される、活性化を図るための計画の策定状況を業績指
標として評価する。
　当初の目標年度である平成２３年度に７０％を上回り、順調な成果を示している。今後は、多数の事業者が既に計画を策定している
ことから、これまでと同数程度の新規の計画策定が見込みにくいことから、８５％を目標として設定する。
   →分子８０社/分母９５社（平成２３年度末時点）≒８５％

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額） 27年度
当初

予算額
（百万円）

達成手段の概要
関連する
業績指標
等番号

達成手段の目標（27年度）
（上段：アウトプット、下段：アウトカム）

【再掲】公共施設等のバリアフリー化率（②段差解消
をした旅客施設の割合）

移動円滑化の促進に関する基本方針において、平成32年度までに1日あたりの平均的な利用者数が3,000人以上の鉄軌道駅等にお
いて、原則として全て移動円滑化を達成することを目指すこととしている（この場合、鉄軌道駅の構造等の制約条件を踏まえ可能な限
りの整備を行うこととする。）これを踏まえ、現状値と平成32年度末までの目標値との差を按分し、平成27年度までの数値を形式的に
設定したもの。

【再掲】モーダルシフトに関する指標（①トラックから鉄
道コンテナ輸送にシフトすることで増加する鉄道コン
テナ輸送量）

自動車よりも二酸化炭素排出量が少ない鉄道へのモーダルシフトを推進し、京都議定書の公約を達成するため、「京都議定書目標達
成計画」において、平成26年度における鉄道コンテナ輸送ﾄﾝｷﾛ数を平成12年度と比較して専用列車の設定、輸送力増強事業等により
38億ﾄﾝｷﾛ増加させるという目標を設定。（京都議定書目標達成計画 別表1-27に記載あり）

【再掲】鉄道整備等により５大都市からの鉄道利用所
要時間が新たに３時間以内となる地域の人口数

広域的な幹線鉄道ネットワークの質的向上により全国一日交通兼の形成に一層寄与する観点から、五大都市（札幌、東京、名古屋、
大阪、福岡）の各中心駅から、新たに３時間以内で到達することができる地域の人口数を目標値として設定。

施策目標の概要及び達成すべき目標
鉄道網を充実・活性化させることにより、広域的な地域間の交流・連携の強化や、快適でゆとりある都市
生活の実現等を図る。

施策目標の
評価結果

８　都市・地域交通等の快適
性、利便性の向上

政策評価実施
予定時期

業績指標等

実績値

業績指標等の選定理由、目標値（水準・目標年度）の設定の根拠等目標値
設定年度

目標年度

平成２７年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

（国土交通省２７－㉖）

施策目標 ２６　鉄道網を充実・活性化させる 担当部局名 総務課長　松本　年弘鉄道局 作成責任者名

38 -

(3)

ＪＲ貨物が取得した高性能機関
車・コンテナ貨車に係る税制特
例措置
（平成10年度）

- ＪＲ貨物が取得した高性能機関車・コンテナ貨車に係る固定資産税の課税標準を5年間3/5とする（未更新車両からの代替を除く）。 38 -

(4)

鉄軌道用車両等（JR貨物が駅
の構内等でコンテナ貨物の積
卸の用に供するフォークリフト
等を含む）の動力源に供する
軽油の免税措置
（昭和31年度）

-
鉄軌道用車両等（ＪＲ貨物が駅の構内等でコンテナ貨物の積卸の用に供するフォークリフト等を含む）の動力源に供する軽油に係る軽
油引取税を課税免除とする。

38 -

(5)
JR貨物に対する無利子貸付
（平成23年度）

-
ＪＲ貨物の設備投資を支援するため、（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構の特例業務勘定から、7年間で700億円を無利子で貸し付
けし、老朽化した車両や施設の取替を促進する。

38 -
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施策の予算額・執行額等
※下段〈 〉は書きは、複数施策に関連する

予算であり、外数である。

施策に関係する内閣の重要政策
（施策方針演説等のうち主なもの）

なし

（独）鉄道・運輸機構が行う鉄道整備に対する助成関係業務の処理及び高度船舶技術開発等業務の処理、出資等業務の処理に必要
な財政措置を講ずる。

(19)

（独）鉄道建設・運輸施設整備
支援機構運営交付金
（平成１５年度（助成勘定）、平
成１８年度（海事勘定）,平成２７
年度(地域公共交通等勘定)）
（関連：25-㊶）

284 -

鉄道整備に対する助成業務おける交付決定件数

各勘定における一般管理費の予算額合計

(18)
譲渡線建設費等利子補給
（昭和４７年度）

283
（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は旧日本鉄道建設公団が建設又は大改良を行い譲渡した鉄道施設の建設等に係る借入金
等の支払利子の一部について補給することにより、都市鉄道の建設促進及び経営の健全化を図る。

-
補給対象路線数

建設勘定の機構割賦債権残高

(17)
鉄道整備等基礎調査
（平成19年度）

282
社会経済活動を支える基幹的かつ必須の交通機関である鉄道について、更なる利便性の向上と効率化を目的とした整備等に向けた
課題を取り上げて、今後の鉄道整備の基本的方向に沿った基礎的な調査を実施する。

-
調査件数

調査結果を活用した政策の反映数（制度化・予算化等）

(16)
低床型路面電車に係る税制特
例措置
（平成12年度）

- 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる低床型路面電車に係る固定資産税の課税標準を5年間1/3とする。 131

(13)
一体化法に規定する特定鉄道
事業者に係る特例措置
（平成元年度）

-
一体化法に規定する特定鉄道（首都圏新都市鉄道(株)）に係る鉄道施設に係る固定資産税の課税標準を 初の5年間1/4、その後5年
間1/2とする。

129
130

(14)
低炭素化等に資する旅客用新
規鉄道車両に係る特例措置
（昭和39年度）

- 低炭素化等に資する旅客用新規鉄道車両に係る固定資産税の課税標準を5年間2/3とする（中小民鉄等は5年間3/5）。
129
130

(15)
鉄道事業再構築事業に係る税
制特例措置
（平成20年度）

-
地域公共交通活性化・再生法に基づく鉄道事業再構築事業により、国の一定の補助を受けて取得した鉄道施設に係る固定資産税・都
市計画税の課税標準を5年間1/4とする。

131

(10)

都市鉄道等利便増進法に基づ
く都市鉄道利便増進事業によ
り鉄道・運輸機構が整備したト
ンネルの税制特例措置
（平成17年度）

- 都市鉄道等利便増進法に基づく都市鉄道利便増進事業により鉄道・運輸機構が整備したトンネルに係る固定資産税を非課税とする。
129
130

-

(11)

都市鉄道等利便増進法に基づ
く都市鉄道利便増進事業によ
り取得した鉄道施設に係る特
例措置
（平成17年度）

-
都市鉄道等利便増進法に基づく都市鉄道利便増進事業により取得した鉄道施設に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を5年間
2/3とする。

129
130

(12)
新設された変電所に係る償却
資産の特例措置
（昭和29年度）

- 新設された変電所に係る償却資産に係る固定資産税の課税標準を5年間3/5とする。
129
130

(6)
鉄道駅総合改善事業
（平成11年度）

281
鉄道利用者の安全性や利便性向上を図るため、都市側事業と一体的に鉄道駅にホームやコンコースの拡幅、バリアフリー化（段差解
消）等を行い、駅機能を総合的に改善させる。また、人にやさしく活力ある都市の実現をめざし、既存の鉄道駅の改良と一体となって、
地域のニーズにあった保育施設等の生活支援機能を有する鉄道駅空間の高度化（コミュニティ・ステーション化）を図る。

12 -

(7)
新規営業路線に係る鉄道施設
の特例措置
（昭和29年度）

-
新規営業路線に係る固定資産税の課税標準を 初の5年間1/3、その後5年間2/3とする。
うち、立体交差化施設（橋りょう、高架橋及び土工に限る）に係る固定資産税の課税標準を 初の5年間1/6、その後1/3とする。

129
130

-

(8)
都市鉄道利便増進事業
（平成17年度）

278
都市鉄道の既存ストックを有効活用して速達性の向上及び駅施設の利用円滑化を図ることにより利用者の利便を増進し、もって活力あ
る都市活動及びゆとりのある都市生活の実現に寄与することを目的とする。

129
130

-

(9)
都市鉄道整備事業
　地下高速鉄道整備事業
（昭和37年度）

279
大都市圏における基幹的な公共交通機関として地下高速鉄道の整備を促進することにより、大都市圏における交通混雑の緩和・移動
時間の短縮による円滑な旅客流動を確保するとともに、バリアフリー化等のニーズに対応することを目的とする。

129
130

-


